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手数料のご案内 

香港上海銀行在日支店 

 本手数料一覧では香港上海銀行在日支店との一般的なお取引に関する手数料等をご案内申し上げております。 

個別のお取引に関する手数料等につきましては、状況により変更されることがありますので、ご了承ください。  

 本手数料一覧に記載の手数料等は、お客様への事前通告なしに、変更されることがあります。 

 香港上海銀行在日支店は、本手数料一覧に記載されている手数料等以外にも、その判断により適宜サービスの 

提供に関する手数料を申し受けます。 

 通信費、印紙税および取引に関するその他の費用が生じた場合は、当該費用を別途申し受けます。 

 消費税が適用されるお取引については、消費税 5％を含めた内税表示になっております。 

なお、日本の非居住者の場合は非課税となります。詳細につきましては別途お問い合わせください。 

また、税率等に変更があった場合には、施行と同時に手数料額が変更されます。 
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貿易金融 

輸出関連サービス 

お取引種類 手数料 

信用状通知 

 信用状通知  １件につき、JPY11,000 。 

 アメンドメント通知 １件につき、JPY8,000 。 

 プレアドバイス通知 １件につき、JPY7, 000。  

信用状の確認 （コンファメーション） 諸条件を勘案の上で個別に決定されますが、下限として 3 ヶ月（未満も

含む）につき 0.125％となります (minimum JPY15,000)。 

信用状譲渡（トランスファー）  ～増額の条件変更も含む～ 

 国内トランスファー  5 百万円（相当額）までは、0.25％ (minimum  JPY7, 000)。 

5 百万円（相当額）を越える部分については 0.125％。 

その他の条件変更については JPY7,000。 

 海外トランスファー 諸条件を勘案の上、個別に決定させて頂きます。 

荷為替手形の取立および買取 

 同一通貨によるお支払 メール期間金利込みで USD1 につき JPY1.60 (minimum JPY7, 000)。 

他通貨については按分計算。取立については、USD1 につき JPY1.00 

(minimum JPY7, 000)。 

 円によるお支払い 円建手形の円によるお支払いは、手形金額の 0.1％に JPY7,000 を

加算。 

 外貨両替によるお支払い  当行所定の外貨為替換算料率（直物、あるいは先物予約）を適用し、

1 件につきＪＰＹ7,000 を加算。 

 金利 買取の場合は、別途所定の金利をお支払い頂きます。 

ユーザンス手形引受／ディファードペイメント アンダーテイキング 1 ヶ月につき、0.125％ (minimum JPY7,000/月)。 

リンバース ペイメント コミッション 開設銀行の非居住者円勘定引落の場合 JPY10,000。 

ペイメントコミッション １件につき、JPY10, 000。 

支払遅延手形 不払いが 90 日超（DP 手形）、または 30 日超（DA 手形）の場合、

手形 1 件につき、1 ヶ月 JPY10, 000。 

遅延利息として「当行適用金利+1.0％」を別途ご請求いたします

（DC 付き、なしとも）。 

手形期日延長手数料 （輸出） 1 件につき、JPY3,000（但し、金利期間変更により発生する金利コストは

別途ご請求させて頂きます）。 

郵送料 実費。（１ロットにつき） 

インターバンク取引電信料（ＭＴ202） １件につき、JPY3, 700。 

ドキュメンツチェック手数料 １件につき、JPY10, 000。 

ネゴ切替手数料 １件につき、JPY10, 000。 

リファンド手数料 １件につき、JPY10, 000。 

第三者宛て輸出代金送金依頼書受付手数料 １件につき、JPY1,575。 
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輸入関連サービス 

お取引種類 手数料 

輸入信用状開設 諸条件を勘案の上、個別に決定させて頂きます。 

輸入信用状条件変更 諸条件を勘案の上、個別に決定させて頂きます。 

電信料 信用状開設：  1 件につき、JPY8,000。 

信用状条件変更：  1 件につき、JPY3,000。 

ユーザンス手形引受／ディファードペイメント アンダーテイキング 1 ヶ月につき、0.125% （minimum JPY 7,000/月）。 

輸入手形取立 手 形 金 額 1 千 万 円 以 下 に つ い て は 、 額 面 金 額 の 0.25 ％

(minimum JPY7,000) ； 手形金額 1 千万円を超えるものについては、

0.125％。同一通貨建支払の場合は、更に 0.10％の手数料を別途

申し受けます。 

貨物引取保証状発行 3 ヶ月につき、0.125％ (minimum JPY10,000)。 

Airway TR 発行 1 件につき、JPY10, 000。 

決済を伴わない輸入手形の引渡 手形 1 件につき、JPY7, 000。 

輸入ローン期限前返済手数料 1 件につき、JPY3,000（但し、金利期間変更により発生する金利コストは

別途ご請求させて頂きます）。 

 

ボンド・保証状関連サービス 

お取引種類 手数料 

ボンド・保証状開設 諸条件を勘案の上、個別に決定させて頂きます。 

電信料 1 件につき、JPY5,000。 

 

 

フォーフェイティング 

フォーフェイティングは、輸出債権の譲渡によるノンリコースファイナンスです。輸出取引においてフォーフェイティングを効果的に利用することにより、

キャッシュフローの改善とリスク軽減を同時に実現できます。信用状（DC）を受領された際には、フォーフェイティング部までお気軽にお問い合わせ下

さい。 
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その他のお取扱手数料 

お取引種類 手数料 

国内向けファックス送信手数料 

海外向けファックス送信手数料 

     ※ 追加手数料（国内海外問わず） 

JPY1, 050 (5 枚まで)。 

JPY2, 100 (2 枚まで)。 

JPY525（以後 1 枚につき）。 

サイン照合 １件につき、JPY1,050。 

残高証明発行手数料  当行フォーマット使用 ： 1 件につき、JPY1,050。 

監査法人用等（別様式）： 1 件につき、JPY3,150。 

各種証明書等発行手数料 当行フォーマット使用 ： 1 件につき、JPY1,050。 

その他フォーマット ： 1 件につき、JPY3,150。 

ケーブル発信手数料（電信料） １件につき、JPY3,000。 

 


